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1月
（睦月） JANUARY
1日・元日　10日・成人の日

与党の国会議員数が、参議院で過半数を割
った状態。予算を除く法案の場合、衆議院で法
案が可決しても参議院で可決しなければ法律
は成立しません。ただし、参議院で否決後（参
議院で60日以内に議決しなかった場合は否決
したものとみなす）衆議院で３分の２以上で再
可決すれば成立する規定があります。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7〜12月分） 1月11日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例
に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

ねじれ国会

１ 月 の 税 務 と 労 務
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＊

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
と
は
、
次

の
①
か
ら
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が

有
す
る
専
門
的
知
識
等
を
い
い
ま
す
。

有
期
労
働
契
約
（
期
間
を
定
め
て

締
結
さ
れ
た
労
働
契
約
）
に
つ
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
雇
止
め
を
め
ぐ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
労
働
契
約
の
締
結
、
更

新
等
に
か
か
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に

防
止
す
る
と
と
も
に
早
期
解
決
を
図

り
、
労
使
と
も
に
有
期
労
働
契
約
が

良
好
な
雇
用
形
態
の
ひ
と
つ
と
し
て

活
用
さ
れ
る
た
め
、
必
要
と
さ
れ
る

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
Ｑ
Ａ
形
式
で
掲

げ
ま
す
。

労
働
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て

の
ル
ー
ル
を
教
え
て
下
さ
い
。

労
働
契
約
の
締
結
や
変
更
に
当

た
っ
て
は
、
労
働
者
及
び
使
用
者
は
、

次
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と

が
原
則
で
す
。

①

労
使
対
等
の
立
場
に
お
け
る
合

意
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
。

②

就
業
の
実
態
に
応
じ
て
、
均
衡

を
考
慮
す
る
こ
と
。

③

仕
事
と
生
活
の
調
和
に
配
慮
す

る
こ
と
。

④

労
働
契
約
を
遵
守
す
る
と
と
も

に
、
信
義
に
従
い
誠
実
に
権
利
を

行
使
し
、
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
。

⑤

権
利
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、

そ
れ
を
濫
用
し
な
い
こ
と
。

有
期
労
働
契
約
締
結
に
関
す
る

留
意
点
を
教
え
て
下
さ
い
。

留
意
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
二

点
で
す
。

①

や
む
を
得
な
い
事
由
が
な
け
れ

ば
、
そ
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る

ま
で
の
間
、
労
働
者
を
解
雇
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

②

必
要
以
上
に
短
い
期
間
を
定
め

て
、
そ
の
労
働
契
約
を
反
復
し
て

更
新
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
。

契
約
締
結
時
に
、
労
働
者
に
明

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
か
。

契
約
の
締
結
時
に
明
示
す
べ
き

事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、

有
期
労
働
契
約
の
締
結
後
に
変
更
す

る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
内
容

を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①

契
約
期
間
満
了
後
に
お
け
る
契

約
更
新
の
有
無

②

有
期
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場

合
が
あ
る
と
明
示
し
た
と
き
は
、

労
働
者
に
対
し
て
、
契
約
を
更
新

す
る
場
合
ま
た
は
し
な
い
場
合
の

判
断
の
基
準

有
期
労
働
契
約
に
は
上
限
が
あ

る
の
で
す
か
。

有
期
労
働
契
約
の
期
間
は
、
以

下
の
も
の
を
除
き
、
原
則
と
し
て
三

年
が
上
限
で
す
。

a

専
門
的
な
知
識
、
技
術
ま
た
は

経
験
（
以
下
「
専
門
的
知
識
等
」
と

い
う
）
で
あ
っ
て
高
度
の
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
（
＊
）
に
該
当
す
る
専
門
的
知

識
等
を
有
す
る
労
働
者
（
高
度
の

専
門
的
知
識
等
を
必
要
と
す
る
業

務
に
就
く
者
に
限
る
）
と
の
間
に

締
結
さ
れ
る
労
働
契
約

→

上
限
五
年

①
　
博
士
の
学
位
を
有
す
る
者

②

公
認
会
計
士
、
医
師
、
歯
科
医

師
、
獣
医
師
、
弁
護
士
、
一
級
建

築
士
、
税
理
士
、
薬
剤
師
、
社
会

1月号 2

労
働
契
約
の
基
本
原
則

Q-1A

契
約
締
結
に
か
か
る
留
意
点

Q-2A

契
約
締
結
時
の
明
示
事
項

Q-3A

契
約
期
間

Q-4A



保
険
労
務
士
、
不
動
産
鑑
定
士
、

技
術
士
、
弁
理
士
の
い
ず
れ
か
の

資
格
を
有
す
る
者

③

シ
ス
テ
ム
ア
ナ
リ
ス
ト
試
験
ま

た
は
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
資
格
試
験

に
合
格
し
て
い
る
者

④

特
許
法
に
規
定
す
る
特
許
発
明

の
発
明
者
、
意
匠
法
に
規
定
す
る

登
録
意
匠
を
創
作
し
た
者
ま
た
は

種
苗
法
に
規
定
す
る
登
録
品
種
を

育
成
し
た
者

⑤

実
務
経
験
が
大
学
卒
で
五
年
以

上
、
短
大
・
高
専
卒
で
六
年
以
上
、

高
卒
で
七
年
以
上
の
農
林
水
産
業
、

鉱
工
業
、
機
械
・
電
気
の
技
術
者
、

シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
ま
た
は
デ

ザ
イ
ナ
ー
で
、
年
収
が
一
〇
七
五

万
円
以
上
の
者

⑥

シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て

の
実
務
経
験
が
五
年
以
上
あ
る
シ

ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
、
年

収
が
一
〇
七
五
万
円
以
上
の
者

⑦

そ
の
他
厚
生
労
働
省
労
働
基
準

局
長
が
認
め
る
者

s

満
六
〇
歳
以
上
の
労
働
者
と
の

間
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約

→

上
限
五
年

d

一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な

期
間
を
定
め
る
労
働
契
約
（
有
期

の
建
設
工
事
等
）

→

そ
の
期
間

有
期
労
働
契
約
を
締
結
す
る
に

当
た
っ
て
、
使
用
者
に
は
何
か

求
め
ら
れ
ま
す
か
。

使
用
者
は
、
有
期
労
働
契
約

（
契
約
を
一
回
以
上
更
新
し
、
雇
入
れ

日
か
ら
一
年
超
継
続
勤
務
し
て
い
る

者
に
限
る
）
を
更
新
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
契
約
の
実
態
及
び
労
働
者

の
希
望
に
応
じ
て
、
契
約
期
間
を
で

き
る
限
り
長
く
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
年
の
労
働
契
約
で
雇
い
入
れ
、

現
在
二
年
目
の
社
員
が
退
職
を

申
し
出
て
き
ま
し
た
。
当
社
と

し
て
は
、
契
約
期
間
満
了
ま
で

勤
務
し
て
欲
し
い
の
で
す
が
、

申
出
を
拒
否
で
き
ま
す
か
。

有
期
労
働
契
約
（
一
定
の
事
業

の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る
も

の
を
除
き
、
そ
の
期
間
が
一
年
を
超

え
る
も
の
に
限
る
）
を
締
結
し
た
労

働
者
は
、
労
働
契
約
期
間
の
初
日
か

ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い

て
は
、
使
用
者
に
申
し
出
る
こ
と
に

よ
り
、
い
つ
で
も
退
職
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
五
年
間
の
雇
用
契
約
が
認

め
ら
れ
て
い
る
人
に
は
認
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。

社
員
が
、
残
業
代
を
支
払
っ
て

も
ら
え
な
い
の
で
、
退
職
し
た

い
と
退
職
願
を
提
出
し
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
契

約
期
間
の
途
中
で
も
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
。

入
社
時
に
明
示
し
た
労
働
条
件

（
明
示
し
た
労
働
条
件
の
す
べ
て
を
さ

す
も
の
で
は
な
く
、
法
律
に
よ
っ
て

明
示
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
労

働
条
件
で
あ
っ
て
、
労
働
者
本
人
に

関
す
る
も
の
に
限
る
）
が
労
働
契
約

と
著
し
く
相
違
す
る
場
合
や
会
社
が

残
業
代
を
支
払
わ
な
い
な
ど
労
働
基

準
法
に
違
反
し
て
い
る
場
合
は
、
労

働
者
は
即
時
に
労
働
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

や
む
を
得
な
い
理
由
が
な
く
、

契
約
期
間
満
了
前
に
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す

か
。

使
用
者
に
は
、
契
約
期
間
中
の

雇
用
を
継
続
す
る
責
任
が
あ
り
ま
す

の
で
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
契
約
を
解
除
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
っ
て
、

契
約
を
解
除
す
る
場
合
は
、
労
働
者

に
三
〇
日
前
に
予
告
す
る
か
そ
れ
に

代
わ
る
解
雇
予
告
手
当
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
三
〇
日
前
に

予
告
を
し
な
い
使
用
者
は
、
三
〇
日

分
以
上
の
平
均
賃
金
を
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
予
告
の
日
数
は
、

一
日
に
つ
い
て
平
均
賃
金
を
支
払
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
数
を

短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
三
日
間
の
解
雇
予
告

手
当
を
支
払
え
ば
二
七
日
後
に
解
雇

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3 1月号

契
約
解
除

Q-8A

契
約
期
間
に
か
か
る
配
慮

Q-5A契
約
期
間
途
中
に
退
職
し
た
い
と
き

A Q-6

残
業
代
を
支
払
わ
な
い
と
き

Q-7A



1月号 4

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
要
件
の
ひ

と
つ
に
、
六
カ
月
間
「
継
続
勤
務
し

て
い
る
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
。

継
続
勤
務
と
は
在
籍
期
間
を
さ

し
、
そ
の
判
断
は
、
勤
務
の
実
態
に

即
し
実
質
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
定
年
退
職
者
を
嘱
託

等
と
し
て
再
雇
用
し
た
場
合
や
臨
時

工
を
本
工
に
採
用
し
た
場
合
な
ど

は
、
形
式
的
に
は
従
前
と
そ
の
後
の

労
働
契
約
と
は
別
個
の
も
の
で
す

が
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
企
業
内
に
お

け
る
身
分
の
切
替
で
あ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
退
職
金
清
算
後
に

い
っ
た
ん
全
員
を
解
雇
し
、
そ
の
直

後
に
一
部
労
働
者
を
再
雇
用
し
事
業

を
再
開
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
つ

い
て
も
、
実
質
的
に
は
労
働
関
係
が

継
続
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、

勤
続
年
数
を
通
算
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

雇用保険の加入手続き漏れに
かかる改正

従来は、雇用保険の加入期間の漏れが
あった場合であっても、２年前までしか
資格の確認が行われませんでしたが、今
般、在職中の者と平成22年10月１日以降
に離職した者については、加入手続き漏
れが発見された場合であって、給与から
雇用保険料が天引きされていたことが確
認できる者（給与明細、賃金台帳、源泉
徴収票から判断）については、２年を超
えた期間についても、さかのぼって加入
（保険料を納付）することができる改正が
行われました。

なお、平成22年10月１日前に離職した
者または過去に失業手当等を受給してい
る者は、それ以前の期間については対象
となりませんが、離職後１年以内に雇用
保険を受給せず被保険者資格を取得した
者については、その時点から新たに対象
となります。

年
次
有
給
休
暇
の
継
続
勤
務
に
か
か
る
算
定

母子家庭自立支援給付金事業

母子家庭の母（児童扶養手当支給水準の
母子世帯であること）の経済的な自立を支
援するために、下記の母子家庭自立支援給
付金事業が実施されています。

１　自立支援教育訓練給付金事業

主体的な能力開発を支援する事業で、受
講開始日において、雇用保険の教育訓練給
付の受給資格がない人が適職に就くため
に、指定教育講座を受講し、修了した場合
に、本人が支払った経費の20％（４千円超
10万円以下）が支給されます。

２　高等技能訓練促進費等事業

就業または育児と修業を両立することが
困難であると認められる母子家庭の母が、
看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、
作業療法士などの資格取得を目指して養成
機関に通っている期間中の生活費の一部を

補てんする事業で、一定の要件を満たした
ときに支給されます。本事業には、①高等
技能訓練促進費と②入学支援修了一時金の
二つがあります。

（1）高等技能訓練促進費
上記の資格取得のため、２年以上養成

機関で修業する場合（資格の取得が見込
まれること）に、修業期間中の生活費の
負担軽減を目的に、修業期間の全期間
（平成23年度末までに修業を開始してい
る者に限る）にわたり、①市町村民税非
課税世帯は月額141,000円、②市町村民
税課税世帯にはその半額が支給されま
す。

（2）入学支援修了一時金
入学金の負担軽減のために、上記①に

ついては５万円、②はその半額が、修了
後に支給されます。�
なお、この制度を設けていない都道府県

等がありますので、各都道府県等の児童
（母子家庭）福祉主管課にお問い合わせ下
さい。


